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１ 総則

２ 概要
バンビバケットHL７６００（CH－４７用）の部品交換及び調整

３ 対象器材
数 量

1

４

５ 故障状況
(1)
(2) Mストラップ損傷
(2) ケーブルキンク

６ 一般事項
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

仕　　様　　書

件
　
名

バンビバケットHL７６００修理

西 部 方 面 航 空 隊

１ S ９ ４ １ A ４ ０ ０ １ ４

令 和 ３ 年 １ １ 月 ４ 日

１ 等 陸 曹 井 手 和 敏

　本役務は、本仕様書により実施し役務完了に必要な部品交換及び調整を実施するものとする。
　請負業者は、契約後速やかに役務実施日を係官と調整を行い、また、工程表等を提出して

　本仕様書は、西部方面航空隊所属の西部方面ヘリコプター隊第３飛行隊所有のバンビバケット
HL７６００（CH－４７用）に適用する。

品 名

バ ン ビ バ ケ ッ ト HL ７ ６ ０ ０
（ CH － ４ ７ 用 ）

輸送
搬出及び搬入とも契約相手が実施するものとし、引渡しは以下の場所で実施する。

水嚢骨折損(５本）

熊本県上益城郡益城町大字小谷１８１２ 高遊原分屯地　第６格納庫内

係官の承認を受けるものとする。
　本役務の写真はカラーとし、作業状況を撮影してアルバム（Ａ４版）に整理する。また、
デジタルカメラも使用できるものとし、大きさは、サービス版相当とする。
　隊員もしくは、部外者等に被害を与えた場合、又は施設等を損傷した場合で、その原
因が本役務に関わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うものとする。
　その他疑義が生じた場合は、官側と調整の上実施するものとする。


